
別表「特定高性能農業機械の利用規模下限」

利用規模の下限
田

　

利用規模の下限
水稲

刃幅０．８ｍ以上
１．２ｍ未満
刃幅１．２ｍ以上
１．６ｍ未満

　

　

ア　トラクター

類別 トラクターの大きさ

Ⅰ ３０ＰＳ級 ８ｈａ

Ⅱ ４０ＰＳ級及び５０ＰＳ級 １０ｈａ

Ⅲ ６０ＰＳ級、７０ＰＳ級及び８０ＰＳ級 １４ｈａ

イ　乗用田植機

類別 田植機の大きさ 利用規模の下限

Ⅰ 植付け条数４～５条 ６ｈａ

Ⅱ 植付け条数６条 ９ｈａ

Ⅲ 植付け条数８条 １１ｈａ

Ⅳ 植付け条数１０条 １４ｈａ

ウ　コンバイン

類別 形式 コンバインの大きさ

Ⅲ 自脱型 刃幅１．６ｍ以上 １５ｈａ

Ⅰ 自脱型 ７ｈａ

Ⅱ 自脱型 １０ｈａ


